
政

府

は

、

一

〇

月

二

八

日

の

閣

議

で

、

①

東

日

本

大

震

災

に

対

処

す

る

為

既

に

提

出

し

て

い

る

給

、

「

与

臨

時

特

例

法

案

」

の

早

期

成

立

を

行

う

。

②

今

回

の

人

事

院

勧

告

の

内

容

及

び

趣

旨

は

「

給

与

臨

時

特

、

例

法

案

」

の

内

枠

で

あ

る

為

、

人

事

院

勧

告

を

実

施

す

る

為

の

新

た

な

法

案

は

提

出

し

な

い

。

等

を

決

定

し

ま

し

た

。

法

治

国

家

に

お

い

て

、

そ

の

国

の

政

府

が

自

ら

憲

法

違

反

・

国

公

法

違

反

・

最

高

裁

判

例

無

視

を

確

認

す

る

と

い

う

暴

挙

が

行

わ

れ

て

い

ま

す

。

労

働

基

本

権

が

制

約

さ

れ

、

そ

の

代

償

措

置

と

し

て

の

人

事

院

勧

告

制

度

が

無

視

さ

れ

る

こ

と

は

、

団

結

権

・

団

体

交

渉

権

を

保

障

し

た

憲

法

二

八

条

に

明

確

に

違

反

し

ま

す

。

ま

た

、

国

家

公

務

員

法

第

二

八

条

で

は

、

国

家

公

務

員

の

勤

務

条

件

の

決

定

に

関

し

て

「

情

勢

適

応

原

則

」

を

定

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

そ

の

趣

旨

は

、

あ

く

ま

で

、

国

家

公

務

員

の

勤

務

条

件

を

「

社

会

一

般

の

情

勢

に

適

応

す

る

こ

と

」

で

あ

り

、

そ

れ

は

人

事

院

勧

告

の

水

準

で

あ

っ

て

、

「

」

今

回

の

給

与

臨

時

特

例

法

案

は

そ

の

水

準

を

は

る

か

に

超

え

る

も

の

で

あ

り

、

国

家

公

務

員

法

第

二

八

条

に

違

反

し

た

法

案

だ

と

い

う

こ

と

は

明

ら

か

で

す

。「

全

農

林

五

七

年

人

勧

凍

結

反

対

闘

争

事

件

」

の

最

高

裁

判

決

に

お

い

て

「

人

事

院

勧

告

、

が

将

来

へ

の

明

確

な

展

望

を

欠

い

た

ま

ま

相

当

の

期

間

に

わ

た

り

完

全

に

実

施

さ

れ

な

い

よ

う

な

状

況

に

陥

っ

た

場

合

」

は

、

憲

法

違

反

と

な

る

判

断

が

出

さ

れ

て

い

ま

す

。

ま

さ

に

「

完

全

実

施

さ

れ

な

い

状

況

に

陥

っ

て

い

る

」

今

回

の

状

況

は

、

判

例

か

ら

し

て

も

憲

法

違

反

で

あ

り

、

こ

の

判

断

を

無

視

し

た

も

の

と

言

え

ま

す

。さ

ら

に

、

政

府

は

連

合

と

の

合

意

を

盾

に

「

給

与

臨

時

特

例

法

案

」

を

閣

議

決

定

し

ま

し

た

が

、

そ

の

前

提

は

公

務

員

制

度

改

革

関

連

四

法

案

の

同

時

成

立

で

す

。

し

か

し

、

関

連

四

法

案

は

成

立

ど

こ

ろ

か

国

会

審

議

す

ら

行

わ

れ

ず

、

合

意

の

前

提

も

崩

れ

て

い

ま

す

。

歴

代

政

権

の

政

策

に

も

と

づ

く

財

政

悪

化

の

責

任

を

公

務

員

労

働

者

に

転

嫁

す

る

「

賃

下

げ

法

案

」

は

、

六

二

五

万

人

労

働

者

に

波

及

し

て

経

済

を

い

っ

そ

う

冷

え

込

ま

せ

、

全

国

で

行

政

を

支

え

奮

闘

し

て

い

る

公

務

員

の

士

気

を

下

げ

る

こ

と

に

も

な

り

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

政

府

の

暴

挙

を

許

さ

な

い

為

、

現

在

各

職

場

で

取

り

組

ん

で

い

る

「

二

〇

一

一

年

人

事

院

勧

告

及

び

給

与

の

臨

時

特

例

法

案

撤

回

と

国

土

交

通

省

管

理

職

員

の

処

遇

改

善

を

求

め

る

要

求

支

持

署

名

」

に

圧

倒

的

管

理

職

員

の

声

を

集

約

し

、

衆

議

院

・

参

議

院

議

長

に

「

給

与

臨

時

特

例

法

案

」

の

廃

案

を

迫

っ

て

い

き

ま

し

ょ

う

。

な

お

、

定

年

延

長

に

伴

う

制

「

」

度

見

直

し

の

意

見

の

申

し

出

に

つ

い

て

は

、

凍

結

で

は

な

く

民

間

に

お

け

る

高

年

齢

者

の

動

向

等

も

踏

ま

え

つ

つ

、

国

家

公

務

員

の

雇

用

と

年

金

の

接

続

に

向

け

、

国

家

公

務

員

制

度

改

革

推

進

本

部

を

中

心

に

関

係

機

関

と

の

間

で

検

討

を

進

め

て

い

く

こ

と

と

し

て

い

ま

す

。
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『憲法・国公法違反、

』最高裁判例無視の暴挙

災

害

復

旧

に

奮

闘

す

る

職

員

の

士

気

を

下

げ

る

反

国

公

法

違

「「「「

人

事

院

勧

告

及

人

事

院

勧

告

及

人

事

院

勧

告

及

人

事

院

勧

告

及

びびびび

給

与

臨

給

与

臨

給

与

臨

給

与

臨

時

特

例

法

案

撤

回

時

特

例

法

案

撤

回

時

特

例

法

案

撤

回

時

特

例

法

案

撤

回

のののの

要

求

要

求

要

求

要

求

支

持

署

名

支

持

署

名

支

持

署

名

支

持

署

名

」」」」

をををを

早

急

早

急

早

急

早

急

にににに

取取取取

りりりり

！

き

り

ま

し

ょ

う

き

り

ま

し

ょ

う

き

り

ま

し

ょ

う

き

り

ま

し

ょ

う

緊急署名にご協力を！！

国土交通省管理職ユニオンは、

１，政府・財界に迎合した政治勧告撤回

２， 給与保障の「経過措置」廃止反対2005
３，定年延長に伴う制度見直しの修正

４，国家公務員賃金８％カット法案廃止

５，国土交通省管理職員の５級頭打ち解消

６， 級・ 歳以上職員の カット回復6 55 1.5%
７，退職金削減見直し反対

「 2011年人事院勧告の、緊急要求を掲げ、

及び給与の臨時特例法案撤回と国土交通省

管理職員の処遇改善を求める要求支持署名

の署名活動を実施します。」

この緊急要求署名は、秋の通常国会に提

出する予定です。

対象は専門職以上の職員を対象にしてい

ますが、趣旨に賛同される方は皆さん協力

お願いします。

憲

法

違

反

最

高

裁

の

判

例

を

無

視

六

二

五

万

人

に

悪

影

響



今

回

の

官

房

長

会

見

は

、

三

月

一

一

日

の

東

日

本

大

震

災

を

経

験

す

る

中

で

「

国

民

の

安

、

全

・

安

心

を

守

る

」

立

場

か

ら

国

土

交

通

省

の

業

務

執

行

体

制

を

見

た

場

合

、

多

く

の

改

善

す

べ

き

所

が

あ

り

、

そ

の

内

容

を

「

政

策

委

員

会

」

で

検

討

し

要

求

項

目

を

ま

と

め

ま

し

た

。

そ

の

改

善

要

求

項

目

に

対

し

て

、

職

場

の

管

理

職

員

か

ら

の

支

持

を

目

に

見

え

る

「

署

名

」

と

い

う

形

で

集

約

し

、

要

求

項

目

の

実

現

を

迫

る

と

い

う

流

れ

の

中

で

実

施

さ

れ

ま

し

た

。

会

見

に

当

た

っ

て

、

委

員

長

か

ら

地

方

整

備

局

廃

止

給

「

」
「

与

削

減

法

案

「

業

務

執

行

体

」

制

「

職

場

要

求

」

に

つ

い

て

」

総

括

的

に

質

問

し

、

以

下

の

よ

う

に

官

房

長

よ

り

回

答

が

あ

り

ま

し

た

。

地

方

整

備

局

の

果

た

し

て

い

る

役

割

に

つ

い

て

は

、

当

局

と

し

て

こ

れ

ま

で

も

適

切

に

説

明

し

て

ま

い

り

ま

し

た

し

、

引

き

続

き

機

会

を

捉

え

て

説

明

し

て

い

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

い

ず

れ

に

し

ま

し

て

も

、

地

域

主

権

改

革

は

今

の

内

閣

の

最

重

要

課

題

の

一

つ

で

あ

り

ま

す

。そ

の

内

閣

の

一

員

で

あ

る

国

土

交

通

省

と

し

て

も

、

閣

議

決

定

さ

れ

た

ア

ク

シ

ョ

ン

プ

ロ

グ

ラ

ム

を

踏

ま

え

な

が

ら

、

し

っ

か

り

と

対

応

し

て

ま

い

り

た

い

。

給

与

削

減

法

案

等

で

あ

り

ま

す

け

れ

ど

も

、

本

年

の

人

事

院

勧

告

の

取

り

扱

い

に

つ

い

て

は

現

在

、

給

与

関

係

閣

僚

会

議

に

お

い

て

検

討

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

り

、

国

土

交

通

省

と

し

て

は

、

そ

の

検

討

結

果

を

踏

ま

え

て

適

切

に

対

処

し

て

ま

い

り

た

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

業

務

執

行

体

制

、

あ

る

い

は

職

場

の

環

境

の

問

題

で

あ

り

ま

す

け

れ

ど

も

、

縷

々

申

し

上

げ

ま

し

た

と

お

り

、

職

員

の

皆

さ

ん

が

心

身

共

に

健

康

な

状

態

で

勤

務

さ

れ

る

と

い

う

事

は

、

大

変

重

要

な

こ

と

だ

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

管

理

職

員

の

皆

さ

ん

の

健

康

管

理

に

つ

い

て

も

十

分

留

意

し

な

が

ら

、

業

務

配

分

の

見

直

し

や

事

務

の

簡

素

合

理

化

等

を

進

め

、

健

康

に

配

慮

し

た

職

場

作

り

を

進

め

て

い

く

必

要

が

あ

る

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

昇

格

に

つ

い

て

は

、

勤

務

成

績

等

を

総

合

的

に

判

断

し

、

各

任

命

権

者

が

適

切

に

行

っ

て

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

級

別

定

数

に

つ

い

て

は

、

職

員

の

処

遇

が

全

体

と

し

て

良

く

な

る

よ

う

、

引

き

続

き

努

力

を

続

け

て

ま

い

り

た

い

。

管

理

職

員

の

管

理

職

特

別

勤

務

手

当

の

支

給

に

関

わ

る

現

場

で

の

具

体

的

な

運

用

に

つ

い

て

は

、

各

機

関

に

お

い

て

適

切

に

行

わ

れ

て

い

る

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

管

理

職

の

超

勤

手

当

に

つ

い

て

は

、

現

在

の

給

与

、

手

当

、

そ

う

い

っ

た

制

度

全

体

を

踏

ま

え

た

検

討

が

必

要

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

一

〇

月

二

五

日

一

一

時

よ

り

三

〇

分

間

、

総

務

省

交

渉

が

実

施

さ

れ

た

。

総

務

省

か

ら

は

、

人

事

・

恩

給

局

人

事

政

策

課

三

澤

企

画

第

二

係

長

、

行

政

管

理

局

企

画

調

整

課

田

原

総

務

係

長

他

二

名

が

出

席

し

ま

し

た

。

委

員

長

よ

り

「

職

場

か

ら

の

意

見

を

集

め

、

要

求

項

目

に

対

す

る

支

持

署

名

を

取

り

組

ん

だ

。

改

善

要

求

に

は

組

織

と

定

員

要

求

も

あ

る

の

で

、

総

務

省
。

」

に

対

し

て

署

名

を

提

出

す

る

総

務

省

よ

り

左

記

の

回

答

が

あ

り

ま

し

た

。

「

東

日

本

大

震

災

直

後

で

は

、

圧

倒

的

に

国

土

交

通

省

の

職

員

が

現

地

に

派

遣

さ

れ

て

お

り

、

初

動

の

早

さ

は

実

態

調

査

を

し

て

き

た

私

は

、

身

を

も

っ

て

理

解

し

て

い

る

。

要

望

に

つ

い

て

は

承

知

し

て

い

る

」

。

「

最

近

の

若

い

方

々

は

、

志

を

持

っ

て

各

省

に

入

省

し

て

き

た

が

、

給

与

削

減

の

話

と

か

、

公

務

員

バ

ッ

シ

ン

グ

な

ど

で

展

望

を

持

て

ず

苦

労

し

て

い

る

。

役

所

を

辞

め

て

し

ま

わ

な

い

か

心

配

し

て

い

る

」

。

「

定

員

・

組

織

の

作

業

中

で

、

担

当

が

出

ら

れ

な

か

っ

た

が

、

お

話

し

の

内

容

は

伝

え

て

い

く

。

も

う

一

度

、

話

し

合

う

場
。

」

を

要

望

さ

れ

れ

ば

検

討

す

る

！官房長会見、実施される

「 を提出災害時における業務執行体制等に関する 」要求支持署名

～３，０２５名の管理職員等の声を聞け～

二

〇

一

一

年

一

〇

月

二

五

日

（

火

）

一

四

時

三

〇

分

か

ら

三

〇

分

間

、

官

房

長

会

見

が

実

施

さ

れ

ま

し

た

。

こ

の

会

見

に

は

、

ユ

ニ

オ

ン

か

ら

岡

村

委

員

長

、

上

村

・

安

藤

、

、

、

・

神

野

副

委

員

長

山

本

事

務

局

長

が

出

席

し

当

局

側

か

ら

は

本

田

官

房

長

、

人

事

課

長

、

調

査

官

、

補

佐

が

出

席

し

ま

し

た

。

引

き

続

き

、明

適

切

に

説

検

討

結

果

を

踏

ま

え

て

、

適

切

に

対

処

健

康

に

配

慮

し

た

職

場

作

り

を

進

め

る

処

遇

改

善

に

引

き

続

き

努

力

を

続

け

る

委員長、怒りの締めくくり

「官房長は、作られた回答をそのま

ま読んでいる・・・」と

判当局の不誠実な態度を批

◎

総

務

省

交

渉

を

実

施

◎




